
サービス管理責任者等の

研修制度の取扱い等について

（厚生労働省資料抜粋）
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障害者関係事業所変更届

様式は広島県のホームページに掲載しています。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshi
ki/62/kensyu.html　（実践研修の項目）

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/kensyu.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/kensyu.html
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障害児関係事業所変更届

様式は広島県のホームページに掲載しています。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshi
ki/62/kensyu.html　（実践研修の項目）

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/kensyu.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/kensyu.html
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※令和３年度に基礎研修を修了し、みなし配置を受けている場合は今年度の実践研修を
必ず受講してください。（実践研修の受講者募集：令和６年11月頃の予定）
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サービス管理責任者等の更新研修について

※要件
①　実践研修修了後、更新研修受講前の５年間に２年以上のサービス管理責任者等・管理者　
　（障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設等、障害児通所支援事業所、指定障害児
　入所施設等）・相談支援専門員の実務経験がある。
②　現にサービス管理責任者等・管理者・相談支援専門員として従事している。　
※広島県においては、令和６年度の更新研修は、「令和元年度に更新研修を修了した方」を
受講対象としています。（受講申込みは8月16日（金）で締め切りました。）
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サービス管理責任者等の専門別研修について

○　令和元年度に、分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サー 
    ビス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムを統一し、
    共通で実施することに改正された。
○　 なお、共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、専
　 門コース別研修を実施して補完する。（任意研修）

※広島県においては、令和６年度は「意思決定支援」及び「就労支援」を実施予定です。
開催日：令和6年12月17日（火）・18日（水）・19日（木）（予定）【募集予定：令和６年９月頃）】


